
人材育成基本方針（概要）
～成長実感が得られる育成の推進～

１．ＪＳに求められる人材

２．人材育成の基本的な考え方

我が国の下水道を牽引するＪＳの職員としての自覚と
下水道事業についてのプロ意識を持ち、
環境変化も含めた全体を俯瞰しながら、自ら考え行動する人材

求められる人材像

＜地方自治体との関係＞
住民・地域ニーズを理解しつつ、地域が抱える課題等に対して、
当事者意識を持ち、処方箋を示すなど能動的な対応ができる人材

＜取り巻く環境変化等との関係＞
「生産性や効率性に対する高い意識」や「自らの能力を積極的
に伸ばす意識」を持ち、取り巻く環境やフィールド・業務領域の
変化にも、積極的に挑み、適応できる人材

「職務遂行能力」
職務の意義を正しく理解し、
知識や情報を活用しながら
業務を遂行

「実行力」
関係者との調整や論理的な
判断をしながら行動

＋管理職等は「組織運営力」

求められる能力

各職員が人材育成の重要性を理解し、その責任者・当事者であること
の自覚を持つよう「育成文化」を浸透

職員の自律的な成長や環境変化への適応に必要となる職員の
「学ぶ意識」を涵養

『育成文化』の浸透と『学ぶ意識』の涵養

人材育成は、職員の成長を組織が支援することであり、
「職員の自律的な成長」が核であり基本

→職員は、キャリアデザインの実現に向けて、必要なスキルや経験が
何かを考え、各人材育成策を活用しながら自ら学び、成長

DX推進等よる人材育成策と各種人事施策の連動
→各人材育成策、人材確保、その他人事施策を体系的・計画的に推進

令和5年3月策定

職員の自律的な成長

体系的・計画的な育成

若手職員
[法令、制度等の知識]
[予算､契約、設計､施工管理等
の基礎的知識]

中堅職員
[予算､契約､設計､施工管理等
の高度な知識]
[下水道に関連する幅広い知識]

求められる知識



３．育成対象ごとの育成等の方針

４．人材育成策の推進
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集中育成期間（採用後5年～7年程度）
基本的業務（事務系：契約･会計･協定、技術系：設計･施工管理･維持管

理）を通じて、業務全体の俯瞰により自身の業務の意義を理解させ
ながら、基礎的な知識・能力の確実かつ効率的な習得を目指す

管理職との相互理解のもと､部下職員を
育成しつつ､
『地方公共団体から頼りにされる人材』､
『上司と部下から頼りにされる「番頭
的」な役割を担う人材』を目指す

若手職員 ～基礎をつくる

中堅職員 ～業務責任者として磨きをかける

自らの強みを確立しつつ、
『組織運営ができる人材』を目指す

部下職員が業務を通じてやりがいや成長
実感を得られる育成ができる人材

ベテラン職員 ～ﾘｰﾀﾞｰとしての資質を磨く

育成業務の明確化／シニア層等育成担当が活躍できる環境整備／
ノウハウ等の円滑･確実な継承／育成時間の確保／ PDCA
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実効性の確保

「法務・DX・
技術開発等の
専門人材」や
「PM業務・国
際業務を担え
る人材」は、

基礎的な知
識・能力の習
熟を踏まえつ
つ、段階的・
戦略的に育成

戦略的な育成

シニア職員等育成を担う職員～育成能力の向上による活躍


